
（ア） 本文化祭開催期間中（2025年９月 14日から 11月 30日）
 に実施される事業であること。

（イ） 長崎県内において実施される文化事業であること。
※オンライン発信のみを行う事業については対象外とします。

（ウ） 新たに企画実施される文化事業であること。
（エ） ながさきピース文化祭 2025の 6つの基本方針の
       いずれかをテーマとする文化事業であること。

以下の条件を全て満たす非営利目的の文化事業を補助対象とします。

20万円を上限とし、補助算定経費*の10分の10以内です
（千円未満切り捨て）。ただし、補助率は審査の結果に
応じ決定しますので、満額を保証するものではありません。

（法人格の有無は問いませんが、 定款もしくは定款に類する規約等を有していること。）（法人格の有無は問いませんが、 定款もしくは定款に類する規約等を有していること。）
長崎県内に主たる活動拠点を置く、文化芸術を活動目的とする団体長崎県内に主たる活動拠点を置く、文化芸術を活動目的とする団体

※補助算定経費…補助対象事業の実施に要する経費から、
自己資金を除く収入（入場料、協賛金等）を
控除した額のうち、補助対象経費に該当する経費。
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文化団体補助制度文化団体補助制度文化団体
ながさきピース文化祭 2025の会期中に、県内の文化芸術団体が実施する非営利文化事業を

対象に補助を行います。皆様ふるってご応募ください。
ながさきピース文化祭 2025の会期中に、県内の文化芸術団体が実施する非営利文化事業を

対象に補助を行います。皆様ふるってご応募ください。

※必着2025年1月31日（金）応募締切

❶ 歴史を紐解き、未来へつなぐ海外交流
❷ 文化芸術によるまちづくり
❸ 文化資源を活かした観光の推進
❹ 若者や子ども達が創り出す
    新しい文化とながさきの未来
❺ 文化芸術を通した平和の継承
❻ 心のバリアフリーの推進

長崎県文化団体協議会お問合せ

20万円を上限とし、補助算定経費*の10分の10以内です20万円を上限とし、補助算定経費*の10分の10以内です20万円を上限とし、補助算定経費*の10分の10以内です20万円を上限とし、補助算定経費*の10分の10以内です
（千円未満切り捨て）。ただし、補助率は審査の結果に（千円未満切り捨て）。ただし、補助率は審査の結果に（千円未満切り捨て）。ただし、補助率は審査の結果に
応じ決定しますので、満額を保証するものではありません。応じ決定しますので、満額を保証するものではありません。応じ決定しますので、満額を保証するものではありません。

本文化祭開催期間中（2025年９月14日～11月30日）に
実施される事業について、準備期間等を含む2025年４月１日～
12月31日までを対象期間とします。

〒850-8570 長崎市尾上町３－１ 長崎県文化振興・世界遺産課内
TEL 095-822-6049 E-mail main@n-bundankyo.jp

※令和７年度予算編成の過程で補助内容の
変更があり得ますので、ご留意ください。



提出書類一式を揃え、Ｅメールもしくは郵送にてご応募ください。応募方法

郵    送
E-mail

※詳細、様式のダウンロードは右記HPをご参照ください。

〒850-8570　長崎市尾上町３－１　長崎県文化振興・世界遺産課内
　　　　　　　長崎県文化団体協議会　宛

main@n-bundankyo.jp

オンライン
でも

承ります。

※事前相談の有無は審査に影響はしません。本事業の考え方、
　補助対象経費などについてご相談ください。
※平日 9：00～ 17：00の間で、１グループ 30分以内。
※メールまたはお電話でご連絡ください。

2024年12月2日（月）～2025年１月10日（金）事前相談

提出
書類

❶ 交付申請書（様式１）、❷ 事業計画書（様式２）、❸ 収支予算書（様式３）
❹ 団体規約、役員名簿※任意様式、
❺ 過去の文化芸術活動実績を記載した資料 ※任意様式

12月 27日まで　事前相談対応

スケジュール

１月 10日まで　　事前相談対応

１月 31日まで　　事業募集締切

３月末まで　　　　審査・内定通知

4月　　　　　  交付決定・事業開始

9月 14日～ 11月 30日　実施期間

2025 年

2024年

1 月末まで　実績報告書の審査・補助金額確定通知・

　　　　　 補助金交付。

2026 年

事業完了後 30日以内または 2026年１月 14日のいずれか
早い方までに実績報告書（一式）を提出

事業完了後 30日以内または 2026年１月 14日のいずれか
早い方までに実績報告書（一式）を提出


